
別紙５：別紙１～別紙４の対応手順イメージ

■「１①」等の番号は、別紙１～４と同一としている。詳細については、必ず別紙本文

にて確認されたい。（例：「１①」→別紙１の①）

■基本は全ての契約形態（個別契約、集合契約を問わず）に適用。

１① ただし、３⑤～⑨（⑦´及び⑧´を含む）は集合契約（各市町村国保のスキームを参考とする

パターンB）の手順を記載している。個別契約については、２④で得た情報を元に、各保険者が

契約の解除や次年度の契約を更新しないか否かを判断し、対応。
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　　改善 改善されず ２②

２③

保険者が報告を

取り下げ

２④ ３⑤

３⑥

改善　　　年度途中での契約解除等は行わない

改善されず

年度途中での 重大な不正が判明した場合

契約解除等 ４⑩ ３⑦´
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３⑧ ４⑪ ３⑧´
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４⑭

４⑮

加入者から保険者
への情報提供等

実施状況等
詳細を把握
（保険者）

実施機関への照会
　（保険者）

改善策の協議、実施
　（保険者）

保険者協議会への報告の要
否の決定
　　（保険者）

報告の要否

引き続き実施機関
として利用

保険者から保険者団体への
報告書送付（保険者）

保険者協議会への報告
（保険者団体）

事実確認
（保険者協議

契約解除等の対応協議
（保険者協議会）

保険者等への周知
（保険者協議会）

事前通達（催告）
（保険者協議会）

対応の決定
（保険者協議会）

改善の有無

決定事項の連絡
（保険者協議会）

保険者への情報提供
　（中央連絡会）

再度、当該実施機関の
不適切な行為等を確認
　（保険者協議会）

対応協議
（保険者協議会）

中央連絡会への連絡
　（保険者協議会）

決定事項に関する照会
　（中央連絡会）

照会後の再協議
　（保険者協議会）

関係者への連絡
（保険者協議会）

登録番号の抹消、周知
（保険者協議会）
（支払基金）

決定事項の連絡
（保険者協議会）

契約解除等手続き
（保険者協議会）

保険者への情報提供
（保険者協議会）
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